
協
会
け
ん
ぽ
加
入
の
事
業
主
に

対
し
、
九
月
下
旬
か
ら
十
月
下
旬

に
か
け
て
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

が
現
在
も
そ
の
状
況
に
あ
る
か
を

確
認
す
る
た
め
の
「
被
扶
養
者
状

況
リ
ス
ト
」
が
郵
送
さ
れ
る
予
定

で
す
。

こ
の
再
確
認
の
対
象
と
な
る
被

扶
養
者
は
、
令
和
元
年
九
月
十
三

日
現
在
の
被
扶
養
者
の
方
で
す
。

た
だ
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月

一
日
以
降
に
被
扶
養
者
と
な
っ
た

方
は
、
確
認
の
対
象
外
と
な
り
ま

す
。昨

年
度
ま
で
は
十
八
歳
未
満
の

方
は
再
確
認
の
対
象
外
で
し
た
が
、

健
康
保
険
法
改
正
に
よ
り
、
令
和

二
年
四
月
か
ら
被
扶
養
者
の
国
内

居
住
要
件
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
十
八
歳
未
満
の
被
扶
養
者
の

方
も
含
め
た
全
被
扶
養
者
を
対
象

と
し
て
い
ま
す
。

外
国
人
労
働
者
の
労
働
災
害
は

年
々
増
加
傾
向
で
、
平
成
三
十
年

で
は
休
業
四
日
以
上
の
死
傷
者
数

が
二
八
四
七
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
労
働
習
慣
や
日
本
語
を

習
熟
し
て
い
な
い
外
国
人
労
働
者

は
、
危
険
（
な
行
動
）
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
、
そ

の
結
果
、
労
働
災
害
に
あ
う
可
能

性
が
高
ま
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
安
全
衛
生
教
育
を
実

施
す
る
際
は
、
作
業
手
順
や
安
全

ル
ー
ル
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め

の
工
夫
が
必
要
で
す
。

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
外
国
人
労
働
者
向
け
の
安
全
衛

生
教
育
用
資
料
を
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ

い
。ま

た
、
「
外
国
人
労
働
者
の
雇

用
管
理
の
改
善
等
に
関
し
て
事
業

主
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指

針
」
（
外
国
人
雇
用
管
理
指
針
）

で
は
、
事
業
主
が
外
国
人
労
働
者

の
安
全
衛
生
を
確
保
す
る
た
め
に

行
う
べ
き
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
も
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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今
年
八
月
に
厚
生
労
働
省
よ
り

「
監
督
指
導
に
よ
る
賃
金
不
払
残

業
の
是
正
結
果
（
平
成
三
十
年
度
）
」

が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

全
国
の
労
働
基
準
監
督
署
が
、

賃
金
不
払
残
業
に
関
す
る
労
働
者

か
ら
の
申
告
や
各
種
情
報
に
基
づ

い
て
企
業
へ
の
監
督
指
導
を
行
っ

た
結
果
、
平
成
三
十
年
度
中
に
不

払
い
の
割
増
賃
金
が
支
払
わ
れ
た

も
の
の
う
ち
、
そ
の
支
払
額
が
一

企
業
で
合
計
一
〇
〇
万
円
以
上
と

な
っ
た
事
案
を
集
計
し
て
い
ま
す
。

左
上
は
、
監
督
指
導
の
対
象
と

な
っ
た
企
業
の
賃
金
不
払
残
業
の

解
消
の
た
め
の
取
組
事
例
（
一
例
）

で
す
。

令
和
元
年
度
全
国
労
働
衛
生
週

間
で
す
。
九
月
一
日
か
ら
九
月
三

十
日
ま
で
準
備
期
間
と
し
て
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。

十
月
一
日
か
ら
十
月
七
日
ま
で

の
本
週
間
は
、
今
年
度
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
も
と
に
、
事
業
場
で
の
労

働
衛
生
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
自

主
的
な
労
働
衛
生
管
理
活
動
の
大

切
さ
を
再
確
認
し
、
積
極
的
に
健

康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

し
ょ
う
。

一
、
事
業
者
や
総
括
安
全
衛
生
管

理
者
に
よ
る
職
場
巡
視

二
、
労
働
衛
生
旗
の
掲
揚
、
ス
ロ
ー

ガ
ン
な
ど
の
掲
示

三
、
労
働
衛
生
に
関
す
る
優
良
職

場
、
功
績
者
な
ど
の
表
彰

四
、
有
害
物
の
漏
え
い
事
故
、
酸

素
欠
乏
症
な
ど
に
よ
る
事
故
な
ど
、

緊
急
時
の
災
害
を
想
定
し
た
実
地

訓
練
な
ど
の
実
施

五
、
労
働
衛
生
に
関
す
る
講
習
会
・

見
学
会
な
ど
の
開
催
、
作
文
・
写

真
・
標
語
な
ど
の
掲
示
、
そ
の
他

労
働
衛
生
の
意
識
高
揚
の
た
め
の

行
事
な
ど
の
実
施

一
日
～
七
日

○
全
国
労
働
衛
生
週
間
実
施
期
間

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
十
一
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
四
日
未
満
、
七
月
～
九
月

分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
保
険
料
の
納
付
（
延
納
第

二
期
分
）
（
口
座
振
替
を
利
用
し

な
い
場
合
）［

郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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京
都
府
内
の
事
業
場
で
は
、
十

月
一
日
か
ら
最
低
賃
金
額
（
時
間

額
）
が
九
〇
九
円
と
な
り
ま
し
た

が
、
そ
の
反
面
、
消
費
税
率
一
〇

％
に
よ
り
公
共
料
金
や
医
療
費

（
本
人
負
担
を
含
む
）
等
も
負
担

増
と
な
り
ま
し
た
。
家
計
へ
の
影

響
は
如
何
に
・
・
・
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail：
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-606-1906

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

十
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

＝

監
督
指
導
の
是
正
結
果＝

（
平
成
三
十
年
度
）

増
賃
金
を
支
払
っ
た
の
は
、

二
二
八
企
業
）

・
対
象
労
働
者
数
：

一
一
八
八
三
七
人

・
支
払
わ
れ
た
割
増
賃
金
合
計
：

一
二
五
億
六
三
八
一
万
円

・
支
払
わ
れ
た
割
増
賃
金
の
平

均
額
：

一
企
業
当
た
り
七
一
一
万
円

・
是
正
企
業
数

：

一
七
六
八
企
業

（
う
ち
一
千
万
円
以
上
の
割


